
第２期 いわき市新型コロナウイルス感染症対策本部

令和３年５月17日(月)～５月31日(月)

感染拡大防止一斉行動
市民・事業者の皆さまへのお願い

不要不急の外出自粛

不要不急の往来は
控えるようお願いします。

「午後８時から午前５時までの時間帯は営業自粛」をお願いします。
（酒類の提供は午前11時から午後7時まででお願いします。）業種別ガイドラインの遵守をお願いします。
【対 象】食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けた以下の施設

・接待を伴う飲食店 ・酒類を提供する飲食店

【地 域】いわき市内全域
【協力金】１日当たり2.5万円～（売上高に応じて）

【相談窓口】 福島県時短要請コールセンター

電話 024-521-8562
（受付時間 ９時～17時）

事業者の皆さまへのお願い 【期間】令和３年５月13日（木）午後８時～６月１日（火）午前５時

家庭でも対策を
家庭内感染も増加しています。
タオル・食器の共用は家族でも
控え、毎日の検温をしましょう。

事業所・学校は取組の強化を

事業所・学校での取組を
いま一度見直し、さらなる
強化をお願いします。

新規感染者数が増加しているため期間を延長します

【さらなる対策として】

密な会議

飲食はいつも一緒にいる人と少人数で。特に友人・知人との
アルコールを伴う飲食の自粛徹底をお願いします。


